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片

倉

穣

、

【
要
約
】
　
中
国
古
代
の
身
分
制
に
関
し
て
は
、
為
来
幾
多
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
そ
の
全
貌
が
か
な
り
明
確
と
な
っ
て
い
る
が
、
叢
々
の
具
体
的
な

問
題
で
、
い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
漢
・
唐
聞
の
文
献
に
散
見
す
る
良
家
と
い
う
需
葉
を
取
り
上

げ
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
良
家
は
一
定
の
条
件
を
具
備
し
た
家
柄
を
示
す
用
語
で
あ
り
、
そ
の
一
定
の
条
件
と
は
大
功
以
上
の
親
に
い
わ
ゆ
る

七
科
の
謎
に
該
歯
す
る
人
物
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
で
き
る
家
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
縦
の
系
列
で
い
え
ば
、
三
世
以
上
に
わ
た
っ
て

無
疫
の
家
の
子
弟
・
子
女
が
良
家
の
子
と
し
て
宮
廷
宿
衛
の
荘
官
、
あ
る
い
は
後
宮
の
宮
人
な
ど
に
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
良
家
で
あ
る
か
な
い

か
と
い
う
こ
と
は
、
主
と
し
て
国
家
権
力
の
側
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
必
然
的
に
民
衆
の
間
に
あ
る
意
識
を
生
ぜ
し
め
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
今
後
身
分
制
の
考
察
を
深
め
て
い
く
上
で
一
考
を
要
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
　
説
林
　
四
八
巻
六
号
　
【
九
六
五
年
＝
月

は
、
中
国
の
身
分
制
を
考
察
す
る
う
え
で
、
け
っ
し
て
無
意
味
だ
と

は
　
し
　
が
　
き

郡
代
の
文
献
を
轟
く
と
、
そ
こ
に
し
ば
し
ば
良
家
と
い
う
言
葉
が
’

見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、
　
「
以
二
良
家
子
こ
後
宮
の
宮

入
、
太
子
の
舎
人
も
し
く
は
近
侍
武
官
の
羽
林
郎
に
採
択
さ
れ
た
と

い
う
記
録
で
あ
る
。
こ
の
場
合
ま
ず
注
臼
さ
れ
る
こ
と
は
、
良
家
の

子
が
皇
室
と
密
接
に
係
わ
る
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
良
家
と
い
う
用
語
の
意
味
を
究
明
す
る
こ
と

は
い
え
な
い
と
思
う
。

　
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
核
心
的
な
問
題
に
接
近
す
る
手
が
か
り

と
し
て
、
良
家
な
る
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
い
さ
さ

か
の
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
従
来
の
解
釈

さ
て
、
良
家
な
る
言
葉
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
に
使
用
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
良
家
の
概
念
・
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
明
確
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　
こ
れ
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
注
釈
は
、
三
国
・
魏
の
如
淳
が
行

な
っ
た
も
の
で
、
如
淳
は
漢
書
二
八
地
理
志
の
一
文
、

　
　
漢
興
、
穴
郡
良
家
子
選
昌
給
羽
林
・
期
門
脇
以
　
材
力
一
為
レ
官
、
名
将
多

　
　
出
焉
、

に
注
釈
し
て
、
　
「
医
・
商
的
・
百
工
は
予
る
を
得
ざ
る
な
り
」
と
し
、

さ
ら
に
史
記
畑
○
李
将
軍
伝
に
み
え
る
良
家
に
関
す
る
索
隠
に
も
、

如
淳
の
注
を
引
用
し
て
、
　
「
医
・
巫
・
商
賢
・
百
工
に
あ
ら
ざ
る
な

り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
奴
碑
に
つ
い
て
は
両
者
と
も
に
言
及
し
て

い
な
い
が
，
商
費
・
百
工
が
除
外
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、

当
然
良
象
に
入
ら
な
い
。
知
淳
は
、
医
・
商
圏
・
百
工
・
奴
碑
な
ど

を
除
外
し
た
も
の
を
良
家
と
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
降
っ
て
，
清
の
周
寿
昌
は
漢
書
注
校
補
に
お
い
て
、
漢
書
五
四
李

広
伝
に
み
え
る
良
家
に
、

　
　
漢
制
、
凡
従
軍
不
レ
在
漏
七
科
謎
内
一
表
、
謂
二
之
良
家
子
ハ
、

と
明
確
に
注
解
を
加
え
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
七
科
の
謎
と
は
、

漢
書
六
、
武
帝
紀
・
天
漢
四
年
春
正
月
の
条
の
張
型
の
注
に
い
う

　
　
吏
有
〉
罪
一
、
亡
命
二
、
贅
靖
三
、
質
店
四
、
故
有
二
市
籍
　
五
、
父
母

　
　
有
昌
市
籍
一
六
、
大
父
母
有
二
繋
累
∵
七
、
凡
七
科
也
、

の
七
科
の
こ
と
で
、
北
国
昌
は
こ
れ
ら
の
範
曙
に
入
ら
な
い
も
の
を

良
家
と
い
う
の
で
あ
る
。
周
の
場
合
も
腹
囲
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、

や
は
り
除
外
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
一
方
、
管
子
「
問
」
篇
に
、

　
　
問
晶
郷
之
良
家
↓
其
所
』
収
養
｝
者
、
幾
何
人
突
、

と
あ
り
、
唐
の
房
玄
齢
は
、
こ
れ
に
「
良
家
と
は
善
く
生
を
営
み
以

て
富
を
致
す
者
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
生
業
を
営
み
財
富
を
築
い
た

富
裕
老
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
里
子
の
こ
の
条

に
の
み
通
用
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
漢
心
以
後
の
文
献
に
頻
出
す

る
良
家
の
意
味
に
一
般
化
で
き
る
も
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
良
家
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
良
家
を
主
題
と
し
た
論
文
が
な
い
の
で
、

従
来
、
諸
先
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
論
稿
の
な
か
で
断
片
的
に
ふ
れ
ら
れ

た
と
こ
ろ
を
摘
出
し
て
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
問
題
を
最
初
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
鎌
翔
重
雄
氏

　
　
　
　
　
　
①

で
あ
っ
た
と
思
う
。
鎌
田
氏
は
、
漢
代
の
後
宮
の
宮
人
に
良
家
の
子

が
数
多
く
採
択
さ
れ
た
事
実
に
着
目
し
て
、
良
家
を
検
討
さ
れ
た
結

果
、
如
淳
、
周
寿
昌
の
説
か
ら
「
良
家
子
と
は
、
七
十
の
謎
内
に
あ
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ら
ざ
る
も
の
の
こ
と
で
、
換
言
す
れ
ば
有
罪
の
吏
な
ら
ざ
る
も
の
、

商
費
な
ら
ざ
る
も
の
、
奴
碑
な
ら
ざ
る
も
の
、
更
に
要
約
す
れ
ば
官

吏
お
よ
び
農
民
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
良
家

は
家
全
体
を
示
す
用
語
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
個
人
の
身
分
を
表
現

し
た
用
語
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
し
か
た

で
は
、
良
人
の
説
明
に
は
な
り
得
て
も
、
良
家
の
説
明
と
し
て
不
充

分
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
つ
ぎ
に
宮
崎
市
定
氏
は
、
漢
代
の
官
僚
機
構
に
お
い
て
、
す
べ
て

の
人
が
一
様
に
最
下
級
の
百
石
以
下
の
少
吏
か
ら
出
発
し
た
の
で
は

な
く
、
い
き
な
り
三
百
石
の
郎
官
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
特

権
階
級
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
最
初
か
ら
士
た
り
得

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
に
六
雑
曲
家
子
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
良
家
の
起
源
は
非
常
に
古
く
、
地
方
自
治
体
の
代
表
者
で

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
古
い
制
度
が
六
郡
に
の
み
残
っ
、
て
い
た
の
か
、

ま
た
は
秦
漢
の
本
条
奴
政
策
の
必
要
上
、
復
活
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
述
べ
ら
れ
た
。
宮
崎
氏
は
、
六
郡
の
良
家
を
士
た
り
得
た
身
分
と

考
え
、
し
か
も
そ
の
淵
源
が
古
い
中
国
の
特
権
階
級
に
端
を
発
し
て

い
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
六
義
の
良
家
を
い
わ

ば
士
身
分
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
良
家

は
六
夢
に
の
み
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
ま
ね
く
存
在
し
た
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
解
釈
と
一
般
の
良
家
の
関
連
が
考
察
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
つ
い
で
西
村
元
佑
氏
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
定
義
を
与
え
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
罪
代
の
騎
士
を
一
般
出
身
の
騎
士
と
良
家
幽
身

の
騎
士
と
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
良
家
に
は
、
将
来
、
羽

林
・
期
門
の
近
侍
武
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
昇
進
コ
ー
ス
が
あ
り
、
経
済

的
に
は
車
馬
を
自
弁
し
得
る
ほ
ど
の
階
層
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

良
家
は
一
般
騎
士
と
比
較
し
て
特
権
的
な
富
裕
者
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
さ
ら
に
福
島
繁
次
郎
氏
は
、
北
周
の
時
代
で
は
あ
る
が
、
北
辺
の

良
家
の
子
を
庶
族
で
は
な
く
名
族
の
串
身
で
あ
る
と
さ
れ
、
最
近
で

　
　
　
　
　
　
⑤

は
西
嶋
定
生
氏
が
、
鎌
田
磯
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
、
良
家
は
良
人
も

し
く
は
良
民
の
意
で
あ
り
、
有
爵
者
の
資
格
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
富
裕
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
以
上
の
諸
々
の
解
釈
を
総
括
す
る
と
、
良
家
を
士
も
し
く
は
覧
た

り
得
る
身
分
と
す
る
も
の
、
七
癖
の
髄
な
ど
の
賎
民
を
除
い
た
一
般

庶
民
と
す
る
も
の
、
富
裕
者
と
解
す
る
も
の
、
な
ど
に
要
約
で
き
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
士
身
分
あ
る
い
は
富
裕
者
と
理
解
さ
れ
た
と

き
に
、
そ
の
考
察
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
北
辺
の
六
郡
の
良
家
で
あ
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つ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
を
漢
代
一
般

の
良
家
の
意
味
に
普
遍
化
す
る
こ
と
が
妥
当
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

ま
た
、
鎌
田
氏
は
前
掲
論
文
で
六
郡
の
良
家
を
自
余
の
一
般
の
良
家

と
同
一
の
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
た
が
、
氏
の
よ
う
に

良
家
を
七
科
の
謎
以
外
の
農
民
・
宮
吏
と
解
し
て
、
家
と
し
て
の
良

家
を
厳
密
に
解
釈
で
き
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
良
家
を
限
定
的
に
士
的
な
身
分
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に

不
満
を
も
つ
と
同
様
に
、
一
般
良
民
と
解
す
る
こ
と
に
も
少
し
く
疑

問
を
感
ず
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
、

で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
か
ら
史
料
を
蒐
集
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
幸

い
な
こ
と
に
は
北
朝
に
良
家
出
身
老
の
事
例
が
若
干
存
在
す
る
の
で

便
宜
上
は
じ
め
に
そ
れ
を
考
察
し
、
つ
い
で
町
代
の
良
家
出
身
者
の

問
題
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
　
鎌
田
重
雄
、
　
「
漢
代
の
後
宮
」
（
『
朝
代
史
研
究
』
所
収
八
六
i
八
九
頁
。
の
ち

　
　
『
秦
漢
致
治
制
度
の
研
究
』
に
も
収
録
）

　
②
　
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
　
（
八
○
一
八
一
頁
）

　
③
西
村
元
佑
「
漢
代
の
騎
士
」
（
『
龍
谷
史
壇
』
第
西
四
号
、
一
七
八
－
一
七
九
頁
）

　
④
福
島
繁
次
郎
『
中
国
南
北
朝
史
研
究
』
二
七
二
頁
〉

　
⑤
西
嶋
定
生
『
中
羅
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
転
（
二
四
六
買
）
、
「
中
鼠
古
代
奴

　
　
碑
擬
の
再
考
察
」
　
（
『
古
代
史
講
座
』
七
所
収
、
一
七
三
頁
）

　
⑥
な
お
、
賀
愚
群
氏
が
近
署
『
漢
唐
間
封
建
土
地
所
有
制
形
式
研
究
』
（
三
四
二

頁
）
に
お
い
て
、
六
郡
良
家
の
子
を
良
由
民
の
身
分
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

三
　
北
朝
良
家
の
事
例

　
南
朝
の
史
料
に
な
良
家
な
る
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
の
で

　
　
①

あ
る
が
、
北
朝
の
文
献
、
と
い
っ
て
も
魏
書
・
周
書
に
少
寒
く
散
見

で
き
る
。
い
ま
、
魏
書
・
塩
魚
に
み
え
る
良
家
繊
滋
藤
の
事
例
を
列

挙
し
て
、
そ
の
家
系
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
ω
開
元
密
皇
盾
、
杜
氏
急
潮
郷
人
、
陽
平
王
超
亡
妹
也
、
初
以
昌
良
家
子
↓

　
　
選
篇
入
太
子
宮
吋
有
レ
寵
生
塩
世
細
徴
及
昌
太
宗
即
位
嚇
拝
滝
興
嬢
納
（
魏
書

　
　
一
三
明
瞭
密
皇
后
、
北
史
一
三
同
気
に
ほ
窯
同
文
、
以
下
隣
じ
）

こ
れ
は
、
良
家
の
子
の
資
格
で
後
宮
に
採
択
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

密
皇
盾
の
家
柄
に
つ
い
て
は
、
魏
書
八
三
杜
超
伝
に
、
「
杜
商
量
は
祖

仁
、
魏
郡
郷
の
人
、
密
皇
盾
の
兄
、
少
く
て
節
操
あ
り
、
泰
常
中
、

直
江
別
納
と
な
る
。
」
と
あ
る
だ
け
で
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。
銚

薇
元
氏
億
、
魏
は
孝
文
帝
以
前
、
皇
后
十
九
人
み
な
湖
族
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
、
杜
皇
后
も
ま
た
胡
乱
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
り
、
北
方
系
統

の
有
力
者
の
出
身
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
箱
書
に
良
家
出
身
の

人
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
瓦
書

に
は
数
個
の
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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北
魏
王
朝
は
、
北
方
辺
境
防
衛
の
た
め
に
沃
野
・
懐
朔
・
武
川
・

撫
冥
・
柔
玄
∴
懐
荒
の
六
鎮
を
設
置
し
た
が
、
こ
の
六
鎮
充
実
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

め
北
族
系
貴
族
を
大
貫
に
強
制
移
住
さ
せ
た
。
つ
ぎ
に
列
挙
す
る
諸

事
例
は
、
い
ず
れ
も
良
家
を
武
川
鎮
に
移
住
さ
せ
た
記
録
で
あ
る
。

　
②
賀
抜
勝
宇
海
難
、
神
武
尖
山
人
也
、
其
先
与
晶
愚
智
一
楽
出
二
陰
山
嚇
有
鳳

　
　
如
回
者
↓
魏
初
詣
漏
大
莫
弗
（
橿
扇
頭
驕
勇
絶
倫
、
以
扁
良
家
子
～
鎮
＝
武

　
　
川
輔
因
家
罵
。
　
（
藁
薦
一
四
賀
抜
勝
）

賀
抜
氏
の
家
柄
に
つ
い
て
は
、
通
志
氏
族
略
に
、
　
「
後
魏
と
同
じ
く

陰
山
に
出
づ
、
世
々
酋
長
た
り
、
義
人
地
を
謂
っ
て
抜
と
な
し
、
そ

の
地
を
総
有
し
て
人
相
賀
し
因
っ
て
以
て
氏
と
な
す
、
を
い
う
。
」
と

あ
っ
て
、
部
族
に
お
け
る
酋
長
と
し
て
土
地
を
総
有
し
、
か
な
り
の

富
裕
な
有
力
者
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

　
㈲
丁
張
、
上
谷
愚
平
人
也
、
累
抵
為
一
将
吏
判
型
延
痔
、
和
平
中
以
亀
良
家

　
　
子
一
十
鳳
武
川
嚇
困
家
焉
。
　
（
周
潜
一
五
憲
洛
）

　
ω
趙
貴
字
元
貴
、
天
水
南
安
人
也
、
曾
祖
達
魏
旧
都
尚
書
臨
馬
子
、
由
仁

　
　
以
嘉
良
家
子
一
鎮
＝
武
川
雨
因
家
焉
、
貴
少
々
悟
、
有
二
節
築
↓
魏
孝
畠
中
、

　
　
天
下
臥
起
、
貴
率
邑
智
里
司
避
レ
難
南
遷
、
　
（
一
書
＝
ハ
趙
致
）

こ
の
二
例
は
、
と
も
に
官
僚
の
家
柄
で
あ
り
、
趙
貴
に
い
た
っ
て
は
、

武
川
鎮
に
移
住
し
て
以
後
、
郷
里
を
引
率
す
る
ほ
ど
の
勢
力
を
発
揮

し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
豪
族
的
勢
力
は
移
住
以
前
か
ら
保
持
し

て
い
た
に
相
違
な
い
。
寂
洛
・
趙
貴
は
北
族
系
で
あ
ろ
う
が
、
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
種
に
属
す
る
か
を
判
断
す
る
明
確
な
材
料
は
な
い
。

　
㈲
独
孤
信
、
雲
中
人
也
、
本
名
如
願
、
黒
氏
之
初
、
有
　
三
十
六
都
嚇
其

　
　
先
藤
野
屯
者
、
為
畿
部
落
大
入
嚇
与
レ
魏
倶
起
、
組
倹
尼
、
和
平
中
以
昌

　
　
良
家
子
↓
自
藁
甥
中
一
構
講
武
川
嶋
綴
紐
焉
、
父
愚
者
為
二
領
畏
酋
長
↓
少

　
　
雄
嶽
有
篇
節
義
嚇
北
州
威
敬
＝
恩
讐
嚇
　
（
周
書
工
ハ
独
漕
信
）

銚
薇
元
氏
は
、
独
三
七
に
つ
い
て
通
志
、
姓
纂
の
漢
人
説
を
否
定
し

飼
奴
族
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
部
落
大
人
、
領

民
酋
長
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
地
域
に
お
け
る
指
導
的
な
、
電
磁
な
家

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
相
違
あ
る
ま
い
。
通
志
茂
族
略
に
は
、
「
貴
人

を
以
て
武
川
に
鎮
す
」
と
あ
っ
て
、
良
家
の
代
わ
り
に
貴
人
の
用
語

を
代
置
し
て
い
る
が
、
北
詳
覧
貴
族
が
発
展
す
る
後
世
に
お
い
て
な

ら
い
ざ
し
ら
ず
、
遷
徒
当
時
に
お
い
て
貴
人
な
る
用
語
は
一
般
的
に

使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
独
黒
氏
は
、
こ
の
場
合
あ
く
ま
で
も
良
家
の

資
格
で
武
川
に
瀕
し
た
の
で
あ
る
。

　
㈲
揆
莫
陳
崇
字
二
三
、
代
郡
部
川
人
、
其
先
嘱
望
別
部
、
居
二
庫
酬
莫
水
↓

　
　
五
世
祖
駕
＝
絵
屋
都
侯
↓
其
後
世
為
晶
渠
帥
日
算
允
以
二
良
家
子
一
病
　
武

　
　
川
洲
　
m
囚
家
電
、
　
（
周
講
一
山
ハ
嫌
旧
型
糠
…
富
田
）
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漢謹聞における良籏の一解釈（片倉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

侯
直
挿
は
鮮
卑
部
落
の
名
称
で
、
そ
の
指
導
者
が
の
ち
に
部
落
名
を

自
己
の
姓
に
し
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
　
「
世
々
渠
帥
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
も
、
政
治
的
軍
事
的
に
か
な
り
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　
⑦
玉
識
字
子
件
、
明
徳
皇
后
之
兄
也
、
其
先
楽
浪
人
、
六
世
祖
波
、
前
燕

　
　
太
宰
、
祖
珍
魏
黄
門
侍
郎
、
贈
ゴ
丼
州
刺
史
楽
浪
公
（
父
方
伏
波
将
軍
、

　
　
以
二
良
家
子
【
鎮
二
武
川
↓
園
家
焉
、
（
周
書
二
〇
王
盟
）

王
盟
の
家
は
六
世
代
ま
で
家
系
を
論
る
こ
と
が
可
能
で
、
代
女
官
僚

を
生
ん
だ
由
緒
あ
る
家
柄
で
あ
る
。

　
㈲
賀
蘭
祥
字
三
楽
、
其
先
与
レ
魏
倶
起
、
有
毛
糖
点
者
碗
為
二
賀
蘭
莫
何
弗
ハ

　
　
因
以
為
レ
氏
、
其
後
一
丁
以
岬
一
良
家
子
一
鎮
一
武
川
署
よ
、
遂
家
焉
、
書
初

　
　
莫
少
知
レ
名
、
為
＝
郷
当
所
》
重
、
　
（
周
書
二
〇
賀
蘭
禅
）

賀
蘭
氏
は
飼
黒
糖
で
、
莫
何
弗
と
は
北
方
に
お
け
る
酋
長
の
呼
称
で

　
⑧

あ
る
。
早
書
八
三
賀
訥
伝
に
、
「
そ
の
先
世
芝
露
長
た
り
、
祖
の
維
は

じ
め
国
に
勲
あ
り
」
と
あ
り
、
勲
功
高
い
酋
長
の
家
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
㈲
李
識
字
顕
慶
、
．
配
属
、
朧
西
成
紀
人
、
漢
騎
都
尉
陵
之
後
難
、
三
佐
二

　
　
飼
奴
嚇
子
孫
代
居
　
北
秋
嚇
其
後
随
レ
内
孫
遷
、
復
帰
昌
研
随
嚇
祖
身
幅
晶

　
　
都
督
一
鎮
二
高
平
帥
國
籏
焉
、
　
（
脩
書
三
七
一
稼
）

こ
の
史
料
に
は
李
穆
が
良
家
出
身
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

周
書
一
一
三
李
賢
伝
に
李
穆
の
兄
の
事
案
が
、
「
斯
土
の
良
家
、
勲
徳
兼

著
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
李
氏
を
良
家
と
判
定
し
て
さ
し
つ

か
え
あ
る
ま
い
。
同
じ
く
李
賢
伝
に
よ
る
と
、
曾
祖
父
は
寧
西
将
軍
、

祖
の
斌
も
都
督
で
あ
っ
た
と
あ
り
、
李
陵
の
後
窩
と
い
う
記
載
の
賢

愚
性
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
由
緒
あ
る
官
僚
家
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
右
の
諸
事
例
に
よ
る
と
、
北
朝
に
お
い
て
良
家
と
呼
称
さ
れ
て
い

、
る
家
の
多
く
は
、
有
力
な
官
僚
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑤
部
落
大
入
、

領
民
酋
長
、
⑧
莫
何
弗
と
し
て
、
㈲
郷
里
を
引
率
し
、
⑧
郷
里
の
尊

敬
を
受
け
る
指
導
層
も
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
経
済
的
に
は
②
土
地

の
総
有
な
ど
に
基
づ
く
財
憲
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
郷
璽
を
指
導
す
る

富
裕
層
で
あ
っ
た
。
北
魏
王
朝
は
、
こ
の
よ
う
な
階
層
を
良
家
と
し

て
武
川
鎮
へ
強
制
移
住
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
窟
歪
な

良
家
の
部
族
成
員
に
た
い
す
る
掌
握
力
と
そ
の
経
済
力
が
辺
境
防
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
利
用
さ
れ
た
と
い
え
る
。
魏
書
九
粛
宗
紀
正
光
五
年
八
月
丙
申
の

詔
に
、
「
高
祖
孝
文
皇
帝
（
中
略
）
良
家
酋
帥
を
選
び
朔
垂
を
増
延
す
」

と
あ
る
良
家
は
、
以
上
の
よ
う
な
階
層
を
表
現
し
た
用
語
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
事
例
の
良
家
に
富
裕
者
が
多
い
の
は
、
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北
魏
の
辺
境
防
衛
政
策
の
必
要
上
、
良
家
の
富
裕
層
が
多
数
徴
発
さ

れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
良
家
が
億
狂
者
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
次
官
で
検
討
し
た
い
。

　
つ
ぎ
に
、
北
朝
の
良
家
嵐
身
者
を
検
討
し
て
注
禦
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
す
べ
て
が
北
方
民
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
魏
は
鮮

卑
族
で
あ
る
か
ら
鮮
卑
族
の
み
が
良
家
た
り
得
た
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
ず
⑤
・
⑧
旬
奴
∴
⑦
高
麗
で
あ
っ
て
も
良

家
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
肉
醤
で
は
い
か

な
る
北
方
民
族
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
良
家
た
り
得
る
条
件
さ
え
と

と
の
え
ば
、
良
家
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
中
国
人

で
良
家
と
い
わ
れ
た
事
例
が
皆
無
で
あ
る
の
で
、
中
国
人
は
良
家
の

即
下
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。
た
し

か
に
、
調
書
二
三
官
氏
志

　
　
建
国
二
年
、
内
職
二
左
瑠
近
侍
適
職
↓
無
＝
常
員
一
或
至
繍
百
数
一
侍
昌
直

　
　
禁
中
｝
伝
二
宜
詔
命
↓
貰
取
扁
諸
部
大
人
及
豪
族
良
家
子
弟
、
儀
貌
端
厳
機

　
　
弁
才
幹
者
一
慈
レ
選
。

お
よ
び
、
電
通
同
志

　
　
天
賜
四
年
五
月
、
増
繍
芋
侍
官
↓
侍
昌
直
左
右
嚇
耳
漏
内
詔
命
嚇
取
丁
八
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
　
　
　
⑩

　
　
良
象
、
代
郡
・
上
谷
・
広
寧
・
雁
門
西
郡
飛
中
年
長
草
呂
器
物
一
着
出
惜
レ
之

に
み
え
る
良
家
は
多
分
鮮
卑
族
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と

も
漢
民
族
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
魏
書
二
四
釈
老
志

　
　
承
明
元
年
八
月
、
高
祖
於
『
氷
寧
専
司
設
轟
太
法
供
↓
度
＝
良
象
男
女
一
為
二

　
　
僧
尼
一
者
、
百
有
余
入
、

あ
る
い
は
、
　
周
書
一
二
斉
揚
王
評
伝
に
お
い
て
、
　
憲
が
任
免
王
溜
に

与
え
た
手
紙
の
な
か
で
、
　
「
か
の
宿
将
、
旧
臣
、
良
家
、
野
里
倶
に

栄
称
に
升
り
云
々
、
」
と
あ
る
良
家
も
胡
族
で
あ
っ
て
漢
民
族
は
含

ま
れ
て
い
な
い
と
解
釈
し
て
も
通
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
事

例
⑨
の
李
穆
は
漢
の
李
陵
の
後
喬
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
李
穆
の
霞
称

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
信
葱
性
に
乏
し
い
。
こ
の
よ
う

に
考
え
て
く
る
と
、
北
朝
王
朝
の
い
う
良
家
に
は
漢
民
族
を
含
ま
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
断
定
的
な
結
論
を
下
す
に
は
史
料
が
不
足
し
す
ぎ
て

い
る
の
で
、
、
こ
こ
で
は
閣
題
を
提
起
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
漢
な

ど
中
国
人
の
王
朝
が
い
う
良
家
に
は
異
民
族
は
除
外
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
①
南
朝
文
献
に
は
、
宋
露
五
四
孔
季
恭
縁
、
宋
書
五
九
末
三
碧
距
の
霊
に
み
え
る
。

　
②
銚
薇
元
『
北
朝
胡
姓
考
臨
（
「
＝
九
頁
）

　
③
内
田
吟
風
「
北
朝
政
扁
に
於
け
る
鮮
卑
及
諸
皇
族
系
貴
族
の
地
位
』
（
鴨
脚
洋
史

　
　
研
究
』
～
巻
三
号
、
『
飼
奴
史
研
究
』
瓶
収
）

3S　（832）



漢庸問における良窟の一解釈（片倉）

④
逓
志
二
九
氏
族
略
（
第
五
代
北
複
姓
、
賀
抜
氏
の
条
）

⑤
挑
薇
元
、
前
掲
書
（
二
八
二
i
二
八
三
百
ハ
）

⑥
銚
二
元
、
前
掲
書
（
三
八
…
賜
四
頁
）

⑦
魏
樽
二
、
太
複
紀
（
天
興
二
年
三
月
の
条
）

⑧
銚
西
元
、
前
掲
霞
（
三
五
貰
）

⑨
関
連
記
事
と
し
て
、
北
斉
書
二
三
魏
蘭
根
伝
に
北
魏
孝
明
帝
の
正
光
宋
年
、
蘭

　
根
が
都
督
の
李
崇
な
る
も
の
に
意
見
し
て
、
　
「
縁
辺
諸
鎮
、
控
婦
長
遠
、
昔
時
初

　
置
、
地
広
人
稀
、
或
徴
二
発
中
原
強
宗
子
弟
或
国
之
肺
蒲
↓
寄
以
二
爪
牙
こ
と
い
っ

　
て
い
る
が
．
、
事
例
の
良
家
撮
身
者
も
、
こ
の
中
原
強
宗
の
子
弟
の
な
か
に
含
ま
れ

　
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑩
　
八
国
と
は
鮮
卑
居
住
地
区
で
あ
る
。
内
田
吟
風
、
前
掲
論
文
。

四
　
漢
代
良
蒙
の
事
例

　
本
節
で
は
、
漢
代
に
お
け
る
良
家
出
身
者
の
事
例
を
考
察
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
家
の
前
歴
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
記
載
が
あ
る
の

は
、
つ
ぎ
の
九
例
で
あ
る
。

　
⑩
李
将
軍
広
者
、
漂
流
成
紀
人
言
、
其
先
田
無
ナ
僑
（
秦
時
為
レ
将
、
逐
得
二

　
　
燕
太
子
丹
一
者
也
、
故
塊
型
徒
二
成
紀
↓
塗
家
世
世
受
レ
射
、
孝
文
三
十

　
　
四
年
、
何
奴
大
入
二
階
関
ハ
蒲
広
漁
戸
良
家
子
↓
従
軍
撃
レ
胡
、
　
（
史
詑
一

　
　
〇
九
、
李
将
軍
、
漢
書
五
四
李
広
）

嫁
広
の
先
祖
に
は
武
将
で
功
績
の
あ
る
も
の
が
お
り
、
代
々
射
法
を

継
受
し
て
き
た
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
漢
の
文
帝
の
飼
奴
征
討
の
折
、

良
家
の
資
格
で
従
軍
し
た
と
い
う
。

　
⑪
趙
充
国
宇
翁
孫
、
朧
函
上
邦
人
也
、
後
徒
口
金
城
令
居
｛
始
為
＝
騎
士
嚇

　
　
以
罵
轟
ハ
郡
白
双
家
エ
丁
誰
卸
「
廊
刷
爾
珊
嚇
　
画
稿
羽
林
↓
　
（
漢
書
山
ハ
九
、
緬
趨
充
㎜
幽
）

趙
茂
の
家
系
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
三
月
頃
王
粛
伝
に
引

く
斐
松
之
の
注
に
、
　
「
戯
男
・
字
は
寛
声
、
天
水
の
人
な
り
、
博
学

に
し
て
才
あ
り
、
天
水
に
も
と
姜
・
閥
・
任
・
趙
の
四
姓
あ
り
、
常

に
郡
中
よ
り
推
さ
る
。
」
と
あ
る
趙
氏
と
同
系
統
と
す
れ
ば
、
北
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
お
け
る
豪
族
的
な
勢
力
と
声
望
を
保
持
し
て
い
た
家
と
い
え
る
。

　
⑫
凋
奉
世
字
子
明
、
上
党
灘
人
也
、
從
昌
杜
陵
叫
其
先
漏
亭
為
二
韓
上
党
守
↓

　
　
漏
亭
乃
入
晶
上
党
城
一
守
昌
於
趙
↓
趙
封
昌
濡
亭
一
為
二
華
陽
君
↓
与
昌
趙
将

　
　
括
一
距
レ
秦
、
戦
＝
死
霊
長
平
ハ
宗
族
縣
レ
是
分
散
、
或
留
レ
瀦
或
在
レ
趙
、

　
　
在
レ
趙
虹
鱒
講
官
帥
一
将
雨
宮
触
…
将
エ
」
“
為
二
代
相
嚇
　
及
三
輪
犠
獄
昌
六
国
↓
　
甲
㎜
照
㈹

　
　
亭
之
後
、
薦
母
択
・
薦
表
疾
・
漏
却
皆
為
二
秦
将
相
一
焉
、
漢
興
、
文
帝

　
　
時
、
雪
餅
顕
レ
名
、
当
代
相
子
也
、
至
晶
武
場
末
↓
奉
世
事
昌
良
家
子
↓
選

　
　
為
レ
郎
、
　
（
漢
諮
七
九
薦
奉
世
）
　
・

こ
れ
ま
た
、
由
緒
あ
る
官
僚
の
家
柄
で
、
杜
陵
に
遷
軽
し
て
い
る
。

以
上
の
三
例
は
遷
徒
の
経
験
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
遷
徒
は
、
漢

書
武
帝
紀
あ
る
い
は
史
記
平
準
書
に
み
え
る
貧
民
の
強
欄
移
住
と
は

別
個
の
豪
族
遷
徒
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑫
の
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事
例
は
、
明
ら
か
に
郡
国
の
吏
民
豪
富
を
強
髄
的
に
杜
陵
へ
移
住
さ

せ
た
場
合
で
あ
る
。

　
㈱
虞
美
麻
者
、
以
昌
良
家
子
納
年
十
三
選
晶
入
子
庭
↓
　
（
続
漢
志
薦
、
美
人

　
　
父
詩
魔
昌
郎
中
州
詩
父
衡
単
騎
校
尉
）
、
　
（
後
漢
書
一
〇
下
順
烈
梁
算
崩
）

虞
氏
も
ま
た
官
僚
の
家
柄
で
、
そ
の
家
系
は
祖
父
の
代
ま
で
湖
っ
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
α
φ
三
思
蜜
皇
后
玄
妙
、
王
徳
皇
后
従
祖
弟
之
孫
二
野
、
父
諜
武
、
延
蕪
八

　
　
年
報
皇
盾
廃
、
后
以
レ
選
入
二
抜
庭
一
為
頴
貴
人
の
寒
冬
立
為
訪
皇
后
過
（
後

　
　
漢
書
…
O
下
桓
思
綴
皇
盾
）

こ
の
記
事
に
は
、
良
家
の
子
で
あ
る
が
故
に
熊
野
に
採
択
さ
れ
た
と

い
う
記
述
は
な
い
が
、
後
漢
書
五
六
陳
球
伝
と
後
漢
書
六
六
陳
蕃
伝
に

璽
氏
が
良
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
良
家
と
考
え
事
例
の
一
つ
と

し
て
挙
げ
て
お
く
。
皇
后
の
父
・
雄
武
は
後
漢
書
六
九
資
武
伝
に
よ

る
と
、
安
豊
戴
侯
融
の
玄
孫
、
父
の
奉
は
己
妻
太
守
、
武
は
、
　
「
経

行
を
以
て
称
せ
ら
れ
、
名
を
関
西
に
あ
ら
わ
す
、
」
と
あ
っ
て
、
高

級
官
僚
の
後
窩
で
地
域
社
会
に
お
い
て
も
か
な
り
の
家
柄
で
あ
っ
た
。

　
鱒
王
美
入
趙
国
人
也
、
祖
父
萢
五
官
中
郊
将
、
美
人
豊
一
姿
色
一
意
敏
有
レ

　
　
才
、
　
明
猛
能
書
会
計
嚇
以
三
良
家
子
憾
二
法
相
｛
　
遣
二
息
男
庭
｛
　
（
後
漢

　
　
書
一
〇
下
戸
思
量
皇
后
）

こ
れ
も
祖
父
が
五
官
中
郎
将
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
官
僚
を
出
し
た

士
に
属
す
る
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
⑯
身
屋
梁
皇
后
諜
納
、
大
将
軍
商
工
女
、
恭
懐
皇
后
弟
之
孫
也
、
混
生
有
晶

　
　
光
景
之
祥
↓
少
善
扁
女
工
一
好
二
史
書
嚇
九
歳
能
調
二
論
語
｝
治
二
韓
詩
↓
大

　
　
義
略
挙
、
　
（
後
漢
書
一
〇
下
多
烈
梁
皇
后
）

こ
の
伝
に
も
、
梁
皇
后
が
良
家
の
子
で
あ
っ
た
と
の
記
述
は
な
い
が
、

後
漢
書
四
鶏
胡
広
伝
に
、
「
梁
貴
人
良
家
の
子
を
以
て
定
立
し
て
皇
盾

と
な
す
、
」
と
あ
る
の
で
良
家
と
認
定
し
た
。
富
裕
な
官
僚
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
⑰
董
車
字
並
穎
、
朧
西
臨
軍
人
也
、
桓
観
音
、
以
扁
六
早
良
家
子
一
気
一
二

　
　
林
郎
ハ
（
卓
別
話
臼
、
車
父
君
雅
為
扁
頴
州
輪
氏
尉
↓
生
漏
卓
及
弟
曼
繭
故

　
　
包
丁
穎
、
墨
宇
仲
叔
穎
、
）
、
　
（
後
漢
書
七
二
董
卓
）

董
卓
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
三
国
志
六
董
詳
伝
所
引
の
英
雄
記
に
も
、

「
卓
の
父
君
雅
、
微
官
よ
り
頴
川
論
氏
尉
と
な
る
、
」
と
あ
っ
て
、

士
の
身
分
に
属
し
た
。
周
辺
の
豪
勢
と
交
渉
を
も
ち
な
が
ら
、
野
に

あ
っ
て
は
生
産
に
従
事
す
る
な
ど
、
豪
族
的
な
有
力
者
で
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
で
、
漢
お
よ
び
北
鮮
を
中
心
に
良
家
出
身
者
の
諸
事
例
に
検

討
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
良
家
と
い
う
も
の
は
、
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「
以
昌
良
家
子
一
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
け
っ
し
て
一
般

庶
民
と
解
し
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
一
定
の
条
件

を
具
備
し
た
由
緒
あ
る
家
柄
を
さ
す
用
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
事
例
を
検
討
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
良
家

の
資
格
の
有
無
が
い
か
な
る
と
き
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
後
宮
に
宮
人
を
採
択
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
後
漢
書
一
〇
上
皇
盾
紀
の
序
文
に

　
　
漢
法
常
因
昌
八
月
算
㌘
人
、
遣
轟
中
大
夫
与
液
庭
丞
及
稽
工
の
於
＝
洛
陽
郷

　
　
中
↓
閲
丁
視
良
家
童
女
年
十
三
以
上
二
十
已
下
姿
色
端
麗
合
篇
法
相
一
士
上
、

　
　
載
還
　
後
宮
鮮
美
一
説
可
否
ハ
乃
用
登
御
、

と
あ
っ
て
、
後
漢
時
代
に
は
良
家
出
身
の
子
女
で
あ
る
こ
と
が
、
後

宮
に
採
択
さ
れ
る
た
め
の
一
つ
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
制
度

は
、
す
で
に
鎌
田
疵
が
述
べ
ら
れ
た
如
く
前
漢
に
お
い
て
も
同
様
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
趙
充
国
・
甘
延
寿
・

董
卓
の
場
合
の
よ
う
に
、
宮
廷
に
近
侍
す
る
武
官
に
良
家
出
身
者
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
続
飯
志
二
五
百
官
志
に
、

　
　
羽
林
郎
比
三
百
石
、
本
注
日
、
無
レ
員
、
掌
呂
宿
衛
侍
従
嚇
常
選
昌
馬
脚

　
　
朧
西
安
足
龍
地
上
郡
西
河
凡
六
郡
良
家
一
言
、

の
記
事
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
六
郡
の
良
家
か
ら
羽
林
郎
に
選
抜
さ
れ

た
と
あ
る
が
、
前
掲
の
漢
旧
記
に
よ
れ
ば
、
三
輔
の
良
家
か
ら
も
採

択
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
こ
と
が
ひ
と
り
漢
代
に
の
み

か
ぎ
ら
ず
北
魏
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
、
前
掲
史
料
に
よ

っ
て
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
事
例
で
は
み
ら
れ
な
い
が
、

続
漢
志
二
七
百
嘗
志
に
、

　
　
太
子
舎
人
二
百
石
、
黒
蝿
日
、
無
レ
員
、
風
塵
呂
宿
衛
↓
如
二
三
署
郎
中
両

　
　
（
漢
官
日
、
十
三
人
全
国
良
家
子
孫
［
）

と
あ
る
如
く
、
太
子
に
近
無
し
て
宿
衛
を
掌
る
舎
人
を
良
家
か
ら
選

定
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
北
魏
六
事
の
設
置
に
際
し
て
良
家
が

多
数
強
欄
移
住
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
漢
代
に
お
い
て
も
、
⑩
飛
騨
の

よ
う
に
良
家
で
従
軍
防
衛
に
あ
た
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
良
家
と
い
う
も
の
は
、
皇
室
も
し
く

は
国
家
を
防
衛
・
擁
護
す
る
役
割
を
果
し
、
鴇
常
皇
室
と
接
近
す
る

職
務
に
つ
く
わ
け
で
あ
っ
て
、
権
力
と
密
接
に
係
わ
り
合
う
存
在
な

の
で
あ
る
。
皇
室
あ
る
い
は
国
家
と
の
関
連
に
お
い
て
良
家
の
資
格

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
良
家
が
け
っ
し
て
漠
然
と
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
規
定
し
た
一
定
の
条
件
を
具
備

し
た
家
柄
を
示
す
身
分
的
用
語
で
あ
る
と
の
確
僑
を
さ
ら
に
強
く
も

つ
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
良
家
た
り
得
る
条
件
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

列
挙
し
た
諸
事
例
に
よ
る
と
、
良
象
に
官
僚
の
家
柄
が
多
く
、
社
会

的
に
は
郷
里
も
し
く
は
地
域
の
豪
族
的
な
指
導
層
・
富
裕
層
が
多
数

を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
ず
、
良
家
と
富
裕
層
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
掲
の

管
子
「
問
」
篇
の
良
家
な
る
用
語
に
、
房
玄
齢
が
、
　
「
善
く
生
業
を

営
み
以
て
富
を
致
す
者
」
と
し
、
生
産
活
動
を
通
じ
て
財
富
を
獲
得

し
た
富
裕
者
も
し
く
は
豪
族
と
解
釈
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
文
献
の
な

か
に
み
え
る
良
家
に
露
裕
者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
明
ら
か
な
事

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

実
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
良
家
を
富
裕
者
の
意
と
定
義
づ
け
る

こ
と
に
は
踏
嘉
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
史
記
四
九
警
太
后
伝
に
、

　
　
欝
太
后
、
趙
之
清
河
観
津
人
也
、
黒
太
后
時
、
慶
姫
以
轟
良
家
子
一
入
い
宮

　
　
侍
一
太
后
↓
（
中
略
）
、
欝
皇
后
兄
気
長
灘
、
二
日
昌
贋
者
国
字
峰
越
↓
少

　
　
潜
年
四
五
歳
、
家
貧
為
三
人
所
昌
略
亮
一
其
家
不
レ
知
二
其
処
嶋

と
あ
り
、
晋
書
霊
九
王
況
伝
附
子
淡
伝
に
も
、

　
竣
字
彰
、
祖
母
趙
二
二
良
家
女
也
、
貧
賎
出
漏
入
況
家
↓
遂
生
レ
淡
、

と
い
う
記
事
が
あ
っ
て
、
良
家
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
貧
賎
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
財
の
蓄
積
の
有
無
で
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
良
家
を
規
定
す
る
こ
と
は
無
理
な
解
釈
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
し

た
が
っ
て
、
房
罫
書
の
注
釈
を
良
家
の
意
味
と
し
て
一
般
化
す
る
こ

と
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
事
例
の
良
家
の
先
祖
に
官
僚
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
、

良
家
と
は
士
籍
の
家
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
い

で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
伽
淳
が
良
家
に
注
釈
す
る
に
あ

た
っ
て
、
何
故
、
士
身
分
に
つ
い
て
こ
冨
も
ふ
れ
な
か
っ
た
の
か
が

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
国
志
九
曹
真
伝
に
は
、

　
　
（
曹
爽
）
又
鳥
取
二
先
帝
才
人
七
八
人
、
及
将
吏
・
師
工
・
鼓
吹
・
良
家

　
　
子
女
三
十
三
人
軸
皆
以
為
昌
伎
楽
鷺
：
、

と
、
手
詰
と
良
家
が
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
良
家

を
士
籍
の
家
と
定
義
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
な
解
釈
の
よ
う
に

思
え
る
。

　
①
福
島
氏
は
前
掲
書
（
一
七
一
頁
）
で
、
萱
葺
國
に
つ
い
て
、
「
け
だ
し
天
水
西

　
　
県
の
著
姓
で
あ
る
趙
族
は
、
秦
漢
に
は
、
す
で
に
こ
の
地
に
定
着
し
て
良
家
の
名

　
　
が
高
い
が
、
後
漢
に
至
っ
て
、
大
玉
荘
子
と
し
て
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
。
」

　
　
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
②
鎌
田
重
雄
、
前
掲
論
文
。
も
ち
ろ
ん
、
三
巴
以
後
も
良
家
の
子
女
を
後
営
に
採

　
　
択
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
膏
欝
三
一
贋
妃
二
上
の
庄
文
、
奮
三
三
｝
組
貴
嬢
伝
泰

　
　
始
九
年
の
条
。

　
③
漢
三
儀
（
孫
星
術
・
漢
窟
六
種
）
、
「
中
郎
将
一
入
、
施
二
施
頭
（
属
工
羽
林
嚇
従

　
　
幽
讐
七
｝
田
入
、
　
取
二
一
二
二
巴
家
子
（
自
給
二
鞍
馬
唖
」
暦
延
漢
繍
凹
（
考
釈
山
ハ
六
習
貝
ハ
四
【
○
・

　
　
六
甲
編
二
八
八
）
門
坐
死
、
良
家
子
・
溜
国
乱
卑
馬
「
為
二
私
享
脂
玉
酬
レ
疑
｛
七
不
レ
殺
、
漁
蒔
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到
縮
一
一
千
石
以
下
従
吏
撮
レ
髄
レ
品
、
刺
史
禁
督
予
察
二
撮
状
↓
実
写
二
炉
心
ご
良

察
の
子
弟
に
鞍
馬
・
車
墨
街
給
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
良
家
が

　
車
馬
を
潮
給
し
得
る
ほ
ど
の
富
裕
な
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
　
漢
代
の
初
め
、
十
金
の
賀
す
な
わ
ち
十
万
銭
（
搬
帝
以
後
四
万
銭
）
の
質
産
を

　
所
有
す
る
家
を
中
家
と
称
し
、
こ
れ
以
上
の
家
か
ら
官
萸
を
選
定
し
た
こ
と
が
あ

　
つ
た
。
こ
れ
は
良
家
と
は
別
個
の
用
藷
で
あ
る
。
西
田
保
「
漢
の
中
家
の
産
に
就

　
い
て
」
（
『
加
藤
博
士
還
暦
記
念
、
爽
洋
史
諸
説
』
膀
収
）

五
　
良
家
の
解
釈

　
前
節
に
お
い
て
、
秦
漢
か
ら
北
朝
に
お
け
る
良
家
は
国
家
権
力
と

不
可
分
に
結
び
つ
き
、
一
定
の
条
件
を
具
備
し
た
家
柄
を
示
す
身
分

的
用
語
で
あ
る
と
結
論
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
本
節
で
は
、
改
め
て

こ
の
良
家
た
り
得
る
一
定
の
条
件
が
遽
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
良
家
が
圏
家
権
力
と
密
接
に
係
わ
り
合
う
存
在
で
あ

る
か
ぎ
り
、
反
体
制
・
反
国
家
の
行
動
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
良

家
の
範
麟
に
入
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す

れ
ば
、
す
で
に
掲
げ
た
よ
う
に
如
淳
が
「
医
・
嬰
児
、
百
工
」
以
外

の
一
般
庶
民
を
良
家
と
い
い
、
周
寿
昌
が
七
科
の
謎
す
な
わ
ち
①
吏

の
罪
を
犯
し
た
も
の
、
②
戸
籍
よ
り
脱
漏
し
て
い
る
も
の
、
③
贅
費

と
呼
ば
れ
る
債
務
奴
隷
的
な
も
の
、
㈲
商
人
、
⑤
良
己
が
も
と
商
人

で
あ
っ
た
も
の
、
⑥
父
母
が
商
人
で
あ
っ
た
も
の
、
⑫
祖
父
母
が
商

人
で
あ
っ
た
も
の
等
の
い
わ
ば
賎
民
扱
い
を
受
け
た
も
の
以
外
の
庶

民
・
官
吏
を
良
家
と
規
定
し
た
こ
と
は
、
　
一
応
納
得
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
若
干
の
補
足
的
説
明
を
加
え
る

と
、
ま
ず
、
医
・
巫
・
商
質
は
、
す
で
に
前
漢
に
お
い
て
市
籍
に
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

録
さ
れ
市
租
を
納
入
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

か
れ
ら
は
国
家
権
力
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
庶
民

並
み
の
扱
い
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
身
分
的
に
低
い
も
の
と
さ

②れ
、
具
体
的
に
い
え
ば
原
則
的
に
官
吏
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
商
賞
な
ど
が
身
分
的
に
低
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
当
時
の
基
本
的
な
生
産
で
あ
る
農
業
生
産
か
ら
逸
脱
し

て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
基
本
的
な
生
産
を
農
業
に
お
く
権
力

に
と
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
生
産
体
制
の
外
側
に
位
置
す
る
座
や
商
質

を
良
家
の
範
晦
に
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
七
科
の
謎
の
う
ち
の
q
ゆ
吏
の
罪
を
犯
し
た
も
の
働
亡
命

す
な
わ
ち
士
籍
よ
り
脱
漏
し
て
い
る
も
の
③
贅
婿
も
ま
た
良
象
と
呼

ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
事
例
が
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
が
、
た
だ
後
漢
書
六
七
御
亀
伝
に
、

　
　
罫
姪
宇
公
孝
、
南
陽
棘
陽
人
也
、
実
像
為
編
南
郡
太
守
（
以
二
貧
明
一
訣

　
　
死
、
脛
年
少
未
レ
知
レ
名
、
往
候
一
…
同
郡
宗
慈
雨
慈
画
一
有
道
一
晃
レ
徴
、
賓
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客
満
レ
門
、
曲
馬
財
嚢
二
良
家
子
不
　
肯
レ
見
、

の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
画
面
が
宗
慈
に
会
見
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
二
乗
の
父
が
も
と
太
守
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
罪
を
得
て

謙
死
し
た
が
故
に
、
良
家
の
子
で
な
い
と
し
て
会
冤
を
拒
否
さ
れ
た

と
い
う
意
味
内
容
で
あ
っ
て
、
官
吏
で
罪
を
犯
し
た
も
の
が
出
た
家

は
良
家
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
具
体
例
で
あ
る
。
良
家
の

子
で
な
い
と
の
理
由
で
、
嘉
詩
と
か
れ
を
血
続
す
る
賓
客
の
集
団
か

ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
注
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
良
家
で
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
国
家
か
ら
異
な
る
取
扱
い
を
受

け
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
民
衆
相
互
に
お
い
て
も
差
別
す
る
意
識
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
権
力
が
良
家
に
あ
ら
ざ
る

も
の
を
差
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
意
識
の
な
か
に
、
良
家

と
非
良
家
を
区
別
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
男
心
朱
黒
盾
、
名
満
月
、
美
人
也
、
漁
家
坐
レ
事
、
没
一
入
東
宮
↓
帝
之

　
　
為
扁
太
子
↓
薄
墨
レ
選
掌
晶
帝
衣
服
ハ
帝
年
少
召
而
幸
レ
之
、
遂
生
一
画
帝
一

　
　
（
中
略
）
、
猛
本
雰
二
良
家
子
↓
又
年
長
　
於
帝
｝
十
詳
記
、
疎
賎
無
レ
寵
、

　
　
以
嶋
静
帝
故
「
特
尊
愈
試
算
嚇

こ
れ
は
周
書
巻
九
宣
帝
朱
黒
誤
伝
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
が
、
事
に

坐
し
て
東
富
に
没
入
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
良
家
の
子
と
呼

ば
れ
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。
朱
皇
后
の
家
系
が
明
確
で
は
な
い
の

で
、
七
科
の
舗
の
ω
吏
の
罪
あ
る
も
の
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
不
明

で
あ
る
が
、
た
と
え
、
も
と
官
僚
で
は
な
く
一
般
庶
民
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
罪
を
犯
し
た
場
合
は
当
然
良
家
で
あ
り
得
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
周
寿
昌
が
七
科
の
誕
に
あ
ら
ざ
る
も
の
と
規

定
し
た
以
外
に
、
一
般
庶
民
で
犯
罪
者
を
出
し
た
家
も
良
家
と
呼
ば

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
追
加
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
亡
命
お
よ
び
贅
塔
に
つ
い
て
は
、
良
家
と
の
関
連
を
示
す
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
史
料
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
直
濡
は
礼
に
悼
る
恥
ず
べ
き

行
為
で
犯
罪
者
と
同
様
に
見
隠
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
礼
的
秩
序
を
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
行
為
で
あ
る
が
故
に
、
漢
書
七
二
貢
倉
船
に
、

　
　
禺
又
言
、
孝
文
皇
帝
時
、
貴
蹴
廉
黎
「
賎
「
…
貧
汗
↓
賞
人
贅
靖
及
吏
坐
レ
繊

　
　
者
、
皆
禁
鍛
不
レ
得
レ
為
レ
吏
、

と
あ
る
如
く
贅
埼
は
震
汗
な
る
行
為
と
さ
れ
官
吏
に
な
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
官
吏
と
な
る
資
格
の
な
い
も
の
が
良
家
の
子
弟
で
あ

る
わ
け
は
な
い
か
ら
、
贅
婿
を
出
し
た
家
は
と
う
て
い
良
家
た
り
得

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
亡
命
は
戸
籍
か
ら
離
脱
逃
走
す

　
　
　
　
　
⑥

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
国
家
権
力
の
抱
握
か
ら
脱
却
し
現
存

の
秩
序
に
反
抗
す
る
行
為
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
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て
亡
命
は
良
家
の
範
縛
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。
ま
こ
と
に
、

犯
罪
老
、
碧
落
・
お
よ
び
亡
命
は
い
ず
れ
も
そ
の
共
通
的
性
格
と
し
て

現
実
の
秩
序
を
な
ん
ら
か
の
形
で
混
乱
さ
せ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

　
農
業
を
主
軸
と
す
る
基
本
的
生
産
体
制
の
外
側
に
立
つ
巫
・
商
賞

お
よ
び
百
工
、
そ
し
て
現
実
の
秩
序
の
否
定
的
な
行
為
者
と
し
て
の

贅
婿
、
亡
命
、
犯
罪
人
、
か
よ
う
な
人
々
は
体
制
に
反
し
秩
序
に
順

応
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
当
然
良
家
の
範
麟
に
入
ら
な
い
存

在
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
再
三
述
べ
る
よ
う
に
良
家
と
は
家
柄
を
表
示
し
た
書

舗
で
あ
っ
て
、
　
「
以
二
良
家
子
一
…
…
」
と
あ
る
の
は
、
本
人
の
所
属

す
る
家
が
良
家
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

か
軌
に
本
人
が
七
科
の
謎
に
無
関
係
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
家

族
の
う
ち
か
ら
薬
科
に
該
当
す
る
も
の
が
出
た
家
は
良
家
と
い
わ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
家
族
も
し
く
は
宗

族
の
ど
の
程
度
の
範
囲
か
ら
、
七
科
の
諦
に
該
当
す
る
も
の
が
繊
た

場
合
良
家
で
あ
り
得
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
一
度
良
家

た
り
得
る
資
格
を
失
っ
た
家
は
永
久
に
良
家
で
な
く
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
良
家
で
あ
る
た
め
の
一
定
の
条
件
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
こ
と
を
君
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

七
科
の
灘
の
う
ち
、
ω
吏
の
罪
あ
る
も
の
㈲
亡
命
⑧
贅
増
㈲
萱
人
⑤

も
と
玉
帳
あ
る
も
の
、
の
五
科
は
本
人
自
身
が
そ
う
で
あ
る
場
合
を

添
し
、
⑥
父
母
市
籍
あ
る
も
の
⑦
大
父
母
市
籍
あ
る
も
の
、
は
本
人

が
商
人
で
な
く
て
祖
父
母
・
父
母
が
商
人
で
あ
っ
た
場
合
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
曾
祖
父
以
前
に
転
籍
に

登
録
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
軽
科
の
謎
に
は
属
さ
ず
差
別
的
処
遇

を
受
け
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
か
っ
て
は
商
人
と
し
て

市
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
て
も
三
世
代
に
わ
た
っ
て
商
人
が
出
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
そ
の
家
は
通
常
の
庶
民
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
世
の
観
念
は
、
じ
つ
は
良
家
の
解
釈
の
た
め

に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
答

を
漢
代
の
文
献
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
多
少
の

問
題
は
あ
ろ
う
が
、
唐
代
の
史
料
を
援
用
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
唐
の
臨
元
亀
に
よ
る
と
、

　
　
諸
工
人
、
身
及
同
居
大
功
己
上
親
、
自
執
畠
工
商
↓
家
専
二
其
業
↓
不

　
　
レ
得
レ
仕
、
聖
代
経
二
職
任
（
自
断
頭
、
必
有
レ
専
用
者
、
　
三
年
之
後
聴
レ

　
　
用
、

の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
令
の
冒
頭
の
節
は
、
　
「
身
及
び
同
居
の
大
功
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已
上
の
親
…
」
と
よ
む
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
こ

の
令
の
意
味
は
身
お
よ
び
同
居
の
大
功
以
上
の
親
の
な
か
に
商
工
業

に
従
事
す
る
も
の
が
存
し
た
場
合
、
宮
吏
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
同
居
と
は
、
唐
の
名
例

律
「
同
居
相
為
ラ
隠
」
の
条
の
疏
議
に
い
う
よ
う
に
、
籍
の
異
同
に
は

関
係
が
な
く
同
異
共
居
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
分
財
別
居
し
た
大

功
以
上
の
親
は
、
一
応
こ
の
令
の
規
定
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
大
功
以
上
の
親
と
は
喪
服
九
ケ
月
以
上
で
、
そ
の
範
囲
は
別

表
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
身
及
び
同
居
の
大
功
已
上
の
親
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
ら
工
商
を
執
る
」
こ

大功親
祖＿祖
母一二

勲
警
籔
織

i
姑

母響二

一
兄
弟
一
姪

　
　
　
　
＝

　
　
　
　
妻

…
姉
妹記

ヨ
詣
†
1
諜

　
妻
　
　
嫡
婦
　
　
妻

…
衆
子
－
庶
孫

　
＝衆

婦

そ
、
漢
代
・
七
二
の
諦

の
㈲
⑤
⑥
⑦
に
網
応
ず

る
も
の
で
、
い
ず
れ
も

三
つ
の
世
代
の
う
ち
に

商
工
業
者
が
出
た
家
か

ら
は
官
吏
を
採
用
し
な

い
と
い
う
原
則
が
貫
か

れ
て
い
る
。
家
族
の
広

が
り
に
つ
い
て
、
大
功

以
卦
と
小
功
以
下
で
一
線
を
画
す
る
考
え
方
は
伝
統
的
に
あ
り
、
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
一
線
を
破
る
行
為
に
た
い
し
て
は
批
判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
同
じ
開
元
令
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
令
も
あ
る
。

　
　
諸
纐
狂
醜
酒
、
皆
不
レ
得
レ
仕
国
侍
衛
之
官
｝

仁
井
田
陞
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
令
集
解
に
よ
れ
ば
、
永
愚
説
に
は
日
本

選
叙
令
『
及
父
祖
子
孫
被
レ
職
』
に
相
妾
す
る
一
句
が
『
顯
狂
融
酒
』

の
次
に
あ
っ
た
が
、
開
元
令
は
富
衛
令
と
の
重
複
を
避
け
て
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
⑨

省
い
た
と
思
は
れ
る
」
と
あ
り
、
父
祖
子
孫
が
殺
獄
さ
れ
た
場
合
も

宮
中
侍
衛
の
官
吏
に
な
れ
な
い
と
い
う
規
定
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
場
合
の
、
　
「
父
祖
子
孫
」
は
、
日
本
で
は
二
等
以
上
の
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祖
父
、
父
、
子
、
孫
の
意
味
に
解
し
て

さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
「
宮
衛
令
宿
衛
近

侍
条
の
集
解
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ

　
　
但
選
叙
令
云
、
父
祖
子
孫
被
レ
獄
者
、
皆
不
レ
得
レ
任
畠
侍
衛
之
之
官
↓
既

　
　
知
、
伯
叔
兄
弟
被
レ
獄
、
不
レ
得
レ
任
＝
待
衛
之
窟
↓
捻
扁
宮
衛
令
↓
伯
叔

　
　
兄
弟
亦
不
レ
得
レ
任
レ
之
、
二
三
難
レ
会
、
二
丁
昌
唐
自
選
四
病
｝
文
三
元
也
、

　
　
唯
此
法
新
載
、
是
以
絹
舛
、
推
理
言
レ
之
、
二
三
兄
弟
亦
不
レ
任
、
是
為

　
　
レ
長
、

と
あ
り
、
祖
父
子
孫
が
殺
識
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
伯
叔
兄
弟
ま
で
侍
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衛
の
官
吏
に
な
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
唐
令
に
は
こ
れ
に
関
す
る
規

定
が
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
趣
旨
は
、
お
そ
ら
く
唐
代
に
も
行
な
わ

れ
て
い
た
の
で
ぼ
な
か
ろ
う
か
。
私
は
商
工
業
の
場
合
と
同
様
に
、

死
罪
囚
を
だ
い
た
い
大
功
以
上
の
親
族
か
ら
出
し
た
家
か
ら
も
、
宮

廷
侍
従
の
官
吏
を
出
し
得
な
か
っ
た
と
仁
術
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
大
功
以
上
の
親
に
商
工
業
老
、
死
罪
囚
の

存
在
し
な
い
こ
と
が
、
　
一
般
官
吏
、
宮
廷
近
侍
の
官
を
採
用
す
る
際

の
必
要
条
件
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
代
に
お
い
て
も
、
や
は
り

良
家
の
子
女
を
宮
人
に
採
用
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
旧
留
書
五
二

代
宗
容
儀
皇
后
沈
氏
（
薪
窟
雷
七
七
岡
俵
）
に
、

　
　
呉
興
人
、
世
為
山
冠
族
一
撃
易
直
秘
書
監
、
開
元
末
、
以
漏
良
家
子
一
選
昌

　
　
入
東
宮
↓

と
あ
り
ま
た
同
書
五
二
順
宗
荘
憲
皇
后
王
氏
（
新
白
書
七
七
魚
島
）
に
も
、

　
　
破
邪
人
、
曾
祖
思
野
球
昌
太
子
賓
客
↓
祖
難
題
男
山
灘
州
都
督
嶋
封
昌
娘

　
　
邪
郡
公
（
父
顔
金
紫
光
禄
大
夫
衛
尉
卿
、
后
幼
以
吊
良
家
子
一
選
二
入
宮
一

　
　
為
ユ
才
人
↓

と
の
事
例
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
こ
の
良
家
こ
そ
、
大
功
以
上
の
親

に
欠
陥
を
も
た
な
い
家
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
唐
の
規
定
が
、
そ
の
通
り
漢
意
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え

る
の
は
無
理
と
し
て
も
、
良
家
の
用
語
を
解
釈
す
る
う
え
で
充
分
参

考
に
な
る
も
の
と
思
う
。
唐
令
の
「
同
居
の
大
功
已
上
の
親
」
が
商

工
業
を
営
む
と
き
官
吏
に
な
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
漢
代
の
七
科
の

謎
㈲
㈲
⑥
⑦
の
場
合
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
祖
父
母
、
父
母
、
自
己

の
三
世
代
に
お
い
て
市
籍
に
身
を
置
く
も
の
が
い
た
と
き
は
七
科
の

諦
民
と
し
て
、
一
般
庶
民
の
低
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
祖
父

母
が
実
は
大
功
親
の
上
限
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
違
犯
者
を
大
功

以
上
の
親
の
範
囲
か
ら
出
せ
ば
、
い
わ
ば
疵
あ
る
家
と
し
て
良
家
の

三
重
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
横
の
関
係
で
い
え
ば
、
従
父

兄
弟
以
内
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
縦
の
系
列
で
い
え
ば
自
己
を
中

心
に
祖
父
母
か
ら
孫
に
い
た
る
ま
で
無
疵
で
あ
っ
た
場
合
、
良
家
と

呼
称
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
極
端
に
考
え
れ
ば
曾
祖
父
が
な
ん
ら

か
の
違
反
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
三
世
代
に
わ
た
っ
て
無
疵

で
あ
れ
ば
良
家
た
り
得
る
一
定
の
最
低
の
条
件
を
具
備
し
た
こ
と
に

な
る
。
事
例
⑨
の
良
家
・
季
穆
は
漢
の
騎
都
尉
・
李
陵
の
後
輪
で
あ

る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
李
陵
は
』
糊
奴
に
降
っ
た
た
め
に
、
前

漢
の
亡
帝
の
怒
り
に
ふ
れ
て
族
誹
さ
れ
た
の
で
、
朧
西
の
士
大
夫
は

李
氏
を
以
て
恥
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
李
氏
は
良
家
た
り
得

な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
数
世
代
を
経
過
し
て
再
び
良
家
に
復
活
し
て
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い
る
。
、
こ
の
事
例
は
三
世
代
以
上
を
無
疵
で
閲
す
れ
ば
良
家
た
り
得

る
と
い
う
解
釈
を
補
強
す
る
史
料
と
な
ろ
う
。
周
寿
昌
が
「
七
科
の

関
内
に
在
ら
ざ
る
者
、
こ
れ
を
良
家
の
子
と
い
う
」
と
い
っ
た
の
は
、

大
功
親
と
い
う
一
定
の
親
族
の
範
囲
内
か
ら
、
七
科
の
髄
に
該
当
す

る
も
の
が
出
な
か
っ
た
家
を
良
家
と
呼
ぶ
と
い
う
風
に
解
釈
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
大
功
親
を
岡
居
の
大
功
親
に
限
定
す
べ
き

か
別
居
を
含
め
て
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
後
臼
の
検
討
の
た

め
に
保
留
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
以
上
の
考
察
を
要
す
る
に
、
良
家
と
は
三
世
代
に
わ
た
っ
て
換
言

す
れ
ば
大
功
親
以
上
の
範
囲
か
ら
、
巫
、
医
も
し
く
は
七
科
の
謎
を

一
人
も
出
さ
な
か
っ
た
完
全
無
欠
の
家
を
さ
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。

良
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
己
を
中
心
と
し
て
大
功
親

以
上
の
範
囲
に
欠
陥
の
な
い
こ
と
が
明
確
に
判
明
で
き
る
家
柄
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
本
人
の
父
母
以
前
の
家

系
す
ら
不
分
明
な
場
合
は
、
良
家
と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。

か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
良
家
が
皇
室
・
国
家
権
力
と
密
接
に
関
係

し
信
用
さ
れ
た
家
柄
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

良
家
は
家
柄
を
表
示
す
る
言
葉
な
の
で
あ
る
か
ら
、
良
人
あ
る
い

は
良
民
と
同
一
の
意
味
と
す
る
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
良
家
で
あ
れ
ば
所
属
成
員
は
す
べ
て
良
人
で
あ
る
が
、
良
家
で

な
く
て
も
そ
の
成
員
の
な
か
に
良
人
が
存
在
し
得
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
①
平
中
苓
次
「
漢
代
の
下
働
税
と
占
租
に
就
い
て
、
偏
（
『
立
命
館
文
学
』
八
六
）

　
②
　
増
淵
二
夫
「
漢
代
に
お
げ
る
巫
と
侠
」
（
『
中
国
古
代
の
二
会
と
鼠
家
』
灰
収
）

　
③
仁
井
田
縫
『
中
躍
法
制
史
研
究
』
奴
隷
農
奴
法
（
二
六
五
－
二
七
一
頁
）

　
④
仁
井
田
氏
は
前
掲
書
・
同
条
注
（
2
）
に
常
州
府
提
題
・
風
俗
を
引
用
さ
れ
、

　
　
「
贅
靖
非
レ
礼
也
、
田
野
之
夫
或
偶
行
7
之
、
士
大
夫
剣
断
有
レ
所
レ
不
μ
可
…
」
と
あ
る
。

　
⑤
　
後
漢
激
買
六
七
費
彪
伝
、
　
「
初
仕
二
州
郡
嚇
挙
二
孝
廉
一
補
二
新
向
心
長
｛
小
罠
困
貧
、

　
　
多
不
レ
養
ン
子
、
彪
厳
為
二
其
禰
干
与
レ
殺
レ
入
岡
レ
罪
、
」
贅
靖
の
記
事
で
は
な
い
が
、

　
　
贅
増
が
犯
罪
的
行
為
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　
⑥
亡
命
に
関
し
て
は
、
漢
叢
工
二
張
耳
紙
師
古
注
、
史
記
八
九
張
耳
伝
索
隠
注
、

　
⑦
仁
共
田
陞
『
唐
令
拾
遺
臨
（
二
九
四
頁
）

　
⑧
後
漢
叢
六
七
二
型
伝
の
序
文
に
、
匠
気
五
年
党
人
を
弾
圧
し
た
が
、
そ
れ
に
連

　
　
累
す
る
も
の
が
斬
衰
・
二
三
・
大
功
・
小
功
総
麻
の
五
二
に
及
ん
だ
と
き
、
「
上

　
　
禄
長
和
海
上
霞
、
三
従
祖
兄
弟
別
居
異
財
、
恩
義
已
軽
、
服
属
藪
末
、
当
今
一
入
鋼

　
　
及
二
五
族
ハ
既
乖
二
典
訓
英
文
↓
有
レ
謬
二
経
常
之
法
↓
師
風
婚
姻
ン
之
、
党
鰯
農
二
従

　
　
祖
一
以
下
、
了
得
工
解
駅
一
」
と
あ
る
。
　
ま
た
、
唐
律
の
謀
反
大
逆
の
縁
坐
範
照
　
も

　
　
大
功
以
上
の
親
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
大
功
以
上
と
以
下
は
区
鋼
さ
れ
て

　
　
い
た
も
の
と
思
う
。

　
⑨
仁
井
田
礫
、
前
掲
書
（
九
五
頁
お
よ
び
二
九
陽
頁
）

　
⑩
二
等
以
上
の
親
と
解
釈
す
る
に
つ
い
て
は
、
臼
本
の
宮
衛
令
、
令
集
解
｝
七
選

　
　
叙
令
「
癩
狂
醜
酒
」
の
条
の
穴
説
に
引
く
宮
衛
令
に
よ
る
。
ま
た
、
令
集
解
一
七

　
　
選
叙
説
、
「
凡
経
二
癩
狂
醐
酒
肉
及
再
説
子
孫
被
γ
裁
者
、
皆
不
レ
得
y
任
ユ
侍
衛
之
宮
ご
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の
注
に
、
「
此
祖
孫
春
、
不
眠
及
二
曾
高
々
玄
一
也
、
」
と
あ
っ
て
、
祖
父
・
父
・
子
・

孫
を
さ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

六
　
ま
　
　
と
　
　
め

　
本
稿
で
は
良
家
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず

漢
か
ら
北
朝
に
か
け
て
良
家
出
身
者
の
諸
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、

国
家
に
よ
っ
て
信
頼
さ
れ
、
一
定
の
条
件
を
具
備
し
た
家
柄
で
あ
る

と
想
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
権
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
一
定
の

条
件
を
求
め
る
た
め
に
如
淳
と
周
寿
畠
の
注
釈
を
再
検
討
し
た
が
、

基
本
的
に
は
両
者
の
説
に
依
拠
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る

に
い
た
っ
た
。

　
農
業
を
主
軸
と
す
る
生
産
関
係
が
あ
り
、
そ
の
関
係
を
体
制
と
し

て
維
持
す
る
た
め
の
秩
序
が
設
定
さ
れ
て
い
る
碁
会
に
お
い
て
は
、

巫
・
医
お
よ
び
七
海
の
謎
は
す
べ
て
反
体
制
、
反
秩
序
の
行
為
と
な

る
。
良
家
と
は
、
こ
の
よ
う
な
巫
・
医
・
商
量
・
贅
婿
・
犯
罪
人
な

ど
の
人
物
を
、
少
な
く
と
も
大
功
親
以
上
の
親
族
か
ら
出
さ
な
か
っ

た
家
柄
を
い
う
。
大
功
親
は
縦
の
系
列
で
い
え
ば
自
己
ま
で
で
三
世

代
を
さ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
文
献
に
「
以
二
良
家
子
μ
云
云
、
」
と
あ

、
る
場
合
、
祖
父
母
・
父
緑
．
自
己
の
三
代
以
上
に
わ
た
っ
て
無
疵
の

家
の
子
弟
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
大
功
親

以
上
の
親
族
に
違
反
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
家
柄
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
無
疵
の
家
を
良
家
と
呼
ん
で
、

そ
の
子
弟
を
宮
廷
宿
衛
の
官
吏
に
採
用
し
、
ま
た
そ
の
子
女
を
後
宮

の
宮
人
に
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
良
象
は
濁

家
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
民
衆
相

互
の
入
園
関
係
に
お
い
て
一
種
の
錬
外
現
象
・
差
別
意
識
を
生
ん
で

い
た
。
こ
の
意
味
で
、
中
国
古
代
の
身
分
欄
度
を
考
察
す
る
と
き
に

無
視
で
き
ぬ
問
題
を
提
示
し
て
い
る
と
思
う
。

　
ま
た
、
良
家
な
る
用
語
は
爾
朝
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な

っ
て
、
名
家
と
い
う
表
現
が
こ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
な
る
の
に
た
い

し
て
、
北
朝
で
は
む
し
ろ
そ
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
、
も
は
や
語
句
の
解
釈
の
段
階
で
は
解
決
で
き
ず
、
別

の
視
角
を
設
定
し
て
解
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
は
、
も
と
も
と
漢
代
の
良
家
を
解
釈
す
る
べ
く
意
図
し
た
の

で
あ
っ
た
が
論
証
の
過
程
で
は
唐
代
に
ま
で
説
き
及
ぶ
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
間
、
多
く
の
推
論
を
重
ね
随
順
に
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
こ

と
と
思
う
が
諸
先
学
の
ご
叱
正
、
ご
教
示
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
級
大
挙
大
学
院
学
生
）
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Some　Problems　of　Cultivation　in　the　Heian平安Era

　　　　　by

Akira　Yoshida

　　The　Heian　一丁‘x’一’　period　is　the　transition　period　from　the　nationwide

and　large　scale　cUltivation　ind圭cated　1）y　the　enforcement　of．16ri条里、

．system　of　the　Ritsury6　！eP・Aw　state　to　the　small　sca！e　cu｝tivation　under

the　manorial　system．　At　tl！at　time　the　main　object　of　cu1tivation

was　Tashi・ro田代left　as　an沁heritance　of∫6ri　system　and　wasteland

continuous！y　reproduced　organically，　both　were　comparatively　easy

to　cultivate．　To　these　objects　of　cultivatlon，　general　peasantry　is

suitable，　and　this　continuous　cultiva£ion　strengthens　their　right　of

至and　as　a　Jiden治田owner　and　also　their　class　progress　by　their．．

settlemeRt　in　each　area，　which　largely　regulates　the　cuitivation　of

manorial　lords，κo加gα国衙as　well　as　residents　of　influence．

　　In　this　artic！e，　aspects　o’£　the　cultivation　in　this　time　are　main｝y

considered　from　these　points　of　view．

An　Interpretation　of．乙iang－chia良家

　　　between　Han漢and　T，ang唐

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Minoru　Katakura

　　There　have　been　many　sp1endid　works　on　the　social　standing　system

in　the　ancieBt　China，　which　they　exp！ained　in　its　good　entirety，　though

each　concrete　problem　was　not　fuily　explained．

　　In　this　artic1e，　the　word　Liang－chia　Jl！Z．se　wil！　be　examined，　found

here　and　there　in　the　clocumeBts　between　Han漢and　T’ang唐，　which

shows　that　the　word　Liang－chia　means　tlie　lineage　with　a　certain

condition　that　there　can　be　certified　no　person　above　Tai－kun9大功
Who　comes　under　the　CJze　“st　of　Ts’i－k’o　一L’f・1一．　Thus　sons　and　daugh－

ters　of　the　famiiy　innocent　ov’?ｒ　three　generatlons　in　the　longitudinal

lineage　could　be　ofucials　of　court　or　court　ladies　of　harem　as　members

of　Liang－chia．　Whether　a　person　be　of　Liang－chia　is　mainly　considred
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’from　the　slde　of　state　power，　wh2ch　occured　．　a　certac　in　’conciousness

among　people　as　a　necessary　consequence．　Tliis　is　very．iraportant　in

researching　fm”ther　problems　of　the　status　systeirR．

Entering　of　Ts，2一”αη9　A・la－Pu・t’an策旺阿嘲布塩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Wakamatsu

　　There　were　many　unknown　problems　about　the　admikistration　of

Ts’2－wan914－la－Pu－t’an策旺阿嘲布引who　ope蒙ユed　the　golden　age　of　the

1）aungar準蟷爾kingdom，　so．ca1至ed　the　last　llo11ユad圭。　k圭ngdom　in　the

．northern　Asia　and　struggled　for　hegemony　against　Ching漕dynasty

in　vain．　ln　this　article，　explainlng　tlie　process　that　he　became　a　great

・eriemy　o’S　Borotara　in　lli　country　against　previous　king　Galdan，　we

alsq　present　the　fact　that　Ts’2－wang　A－la．メ》u．t’a？z策旧E阿蝋ヨ1布坦，　acceded

’to　the　throne　for　Galdan，　intervened　in　the　Volga－Kalmuk　riot　since

1701，　and　succeeded　i’n　the　estabiishment　of　monarchy　by　sharlng　its

・defrauded　ten－thousand　peopie　among　his　ruling　class　zaisang　￥k　2n

1704．

The　Formation　of　Alexander’s　Empire　and　the

　　Greek　World：　An　Essay　on　the　Political

　　　　　　Background　of　the　“Exile　Decree”

　　　　　by

Akira　Ohmuta

　　In　the　last　phase　of　establishlng　his　empire，　Alexander，　intending

to　achieve　the　uiiification　of　his　rttle　over　the　Greek　cities，　issued

two　importaiit　edicts　in　324　B．　C．，　ordering　them　to　i”ecelve　back　rnany

exiles　（amounting　over　20，QOe）　and　requesting　for　his　deification．　He

is　said　to　have　aimed　by　the　former　to　remove　the　danger　to　security

involved　in　the　homeless　men，　whose　exodus　1iad　been　caused　by　the

bitter　faction－fights　and　their　economic　deciive．　ln　this　article　an

attempt　has　been　made　first　of　ail，　to　illustrate　some　of　the　characters
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